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児童児童児童児童・・・・生徒等生徒等生徒等生徒等にににに対対対対するするするする修学等援助事業一覧修学等援助事業一覧修学等援助事業一覧修学等援助事業一覧

ⅠⅠⅠⅠ 幼児幼児幼児幼児のためにのためにのためにのために制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口幼 稚 園 就 園 ○ 対 象 者奨 励 費 補 助 金 幼稚園に就園する３歳児、４歳児、５歳児及び満３歳児の保護者の所得状況に応じて入園料・ 学 校 教 育 課 市町村教育委員会保育料を減免する○ 減免の限度額１．同一世帯から、複数園児が同時に就園している場合 公 立 私 立・生活保護世帯 第１子 20,000円 223,200円第２子 50,000円 264,000円第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税非課税世帯 第１子 20,000円 193,200円第２子 50,000円 249,000円第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税所得割非課税 第１子 20,000円 193,000円世帯 第２子 50,000円 249,000円第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税所得割課税額 第１子 109,200円が34,500円以下の世帯 第２子 207,000円第３子以降 303,000円・市町村民税所得割課税額 第１子 46,800円が183,000円以下の世帯 第２子 175,000円第３子以降 303,000円２．同一世帯に小学校１～3年生の兄・姉を有する園児の場合・生活保護世帯 第２子 35,000円 244,000円第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税非課税世帯 第２子 35,000円 222,000円第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税所得割非課税 第２子 35,000円 222,000円世帯 第３子以降 79,000円 303,000円・市町村民税所得割課税額 第２子 159,000円が34,500円以下の世帯 第３子以降 303,000円・市町村民税所得割課税額 第２子 111,000円が183,000円以下の世帯 第３子以降 303,000円
ⅡⅡⅡⅡ 小学生小学生小学生小学生のためにのためにのためにのために制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口１要保護児童生徒 経済的に困難な家庭 修学旅行費、学用品費、通学用品費、医療費、学校給食費、日本スポ 学 校 教 育 課 市町村教育委員会援 助 費 補 助 金 の小学生 ーツ振興センター共済掛金等 保 健 体 育 課ただし、生活保護法による教育扶助等が行われている者を除く２特別支援教育就学 経済的に困難な家庭 学校給食費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費の1/2奨 励 費 補 助 金 の小学生で特別支援学 通学費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費 学 校 教 育 課 市町村教育委員会級に在籍する児童のう Ⅲ段階 実費の1/2ち１に該当しない者 交流及び共同学習交通費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費Ⅲ段階 実費の3/4修学旅行費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費の1/2 限度額 10,300円宿泊を伴わない校外活動等参加費 〃 755円宿泊を伴う校外活動等参加費 〃 1,735円学用品等購入費 〃 5,550円新入学児童学用品費等（１年生） 〃 9,950円体育実技（スキー） 〃 12,650円拡大教材費 〃 5,000円/冊(１ページ当たり40円を限度とした額の1/2)※上記｢Ⅰ段階｣、｢Ⅱ段階｣、｢Ⅲ段階｣は、児童等の支弁区分による。
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口３生活保護法による 生活保護法が適用さ 入学準備金 39,500円以内生 活 扶 助 費 れている家庭の新規入 学童服等購入費 12,800円以内 地 域 福 祉 課 福 祉 事 務 所学児童及び第４学年進級児童４生活保護法による 生活保護法が適用さ 基準額 月額 2,150円教 育 扶 助 費 れている家庭の児童 教材費 学校長又は教委が指定したもののうち、福祉事務所長が認定 地 域 福 祉 課 福 祉 事 務 所したものの購入に必要とする額学校給食費 保護者が負担すべき給食費の額通学費 必要最小限の額学級費・ＰＴＡ会費・児童会費 620円以内学習支援費 月額 2,560円５母 子 福 祉 資 金 母子家庭の新規入学貸 付 事 業 児童（特に困窮する場 就学支度資金 39,500円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村合）６交 通 遺 児 等 交通又は自然災害に援 護 会 より父又は母等が死亡 児童一人当たり（一時金） 100,000円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村激励金支給事業 した18歳未満の児童の養育者（乳幼児を含む）
ⅢⅢⅢⅢ 中学生中学生中学生中学生のためにのためにのためにのために制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口１要保護児童生徒 経済的に困難な家庭 修学旅行費、学用品費、通学用品費、医療費、学校給食費、日本スポ 学 校 教 育 課援 助 費 補 助 金 の中学生 ーツ振興センター共済掛金等 保 健 体 育 課 市町村教育委員会ただし、生活保護法による教育扶助等が行われている者を除く２特別支援教育就学 経済的に困難な家庭 学校給食費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費の1/2奨 励 費 補 助 金 の中学生で特別支援学 通学費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費 学 校 教 育 課 市町村教育委員会級に在籍する生徒のう Ⅲ段階 実費の1/2ち１に該当しない者 職場実習交通費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費Ⅲ段階 実費の3/4交流及び共同学習交通費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費Ⅲ段階 実費の3/4修学旅行費 Ⅰ・Ⅱ段階 実費の1/2 限度額 27,850円宿泊を伴わない校外活動等参加費 〃 1,090円宿泊を伴う校外活動等参加費 〃 2,920円学用品等購入費 〃 10,850円新入学生徒学用品費等（１年生） 〃 11,450円体育実技（柔道） 〃 3,650円体育実技（剣道） 〃 25,250円体育実技（スキー） 〃 18,150円拡大教材費(１ページ当たり40円を限度とした額の1/2)〃 5,000円/冊※上記｢Ⅰ段階｣、｢Ⅱ段階｣、｢Ⅲ段階｣は、児童等の支弁区分による。３生活保護法による 生活保護法が適用さ生 活 扶 助 費 れている家庭の新規入 入学準備金 46,100円以内 地 域 福 祉 課 福 祉 事 務 所学生４生活保護法による 生活保護法が適用さ 基準額 月額 4,180円教 育 扶 助 費 れている家庭の生徒 教材費 学校長又は教委が指定したもののうち、福祉事務所長が認定 地 域 福 祉 課 福 祉 事 務 所したものの購入に必要とする額学校給食費 保護者が負担すべき給食費の額通学費 必要最小限の額学級費・ＰＴＡ会費・生徒会費 740円以内学習支援費 月額 4,330円５母 子 福 祉 資 金 母子家庭の新規入学 就学支度資金 46,100円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村貸 付 事 業 児童（特に困窮する場合）６交 通 遺 児 等 交通又は自然災害に援 護 会 より父又は母等が死亡 児童一人当たり（一時金） 100,000円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村激励金支給事業 した18歳未満の児童の養育者
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口７日本学生支援機構 高等専門学校への進 ［国・公立］奨 学 金 学希望を持っている中 次の月額より選択 〔１年～３年〕 〔４年・５年〕 日本学生支援機構 在 学 し て い る（第一種奨学金予約）学３年生 月額 10,000円 月額 30,000円 中 学 校月額 21,000円 月額 45,000円※月額 10,000円 ※月額 30,000円※月額 22,500円 ※月額 51,000円［私立］次の月額より選択 月額 10,000円 月額 30,000円月額 32,000円 月額 53,000円※月額 10,000円 ※月額 30,000円※月額 35,000円 ※月額 60,000円（※は自宅外）〔４年・５年〕の月額については平成２３年度入学者が４年次へ進級した際に適用
ⅣⅣⅣⅣ 高校生高校生高校生高校生・・・・高等専門学校生等高等専門学校生等高等専門学校生等高等専門学校生等のためにのためにのためにのために制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口１日本学生支援機構 高等専門学校在学者 ［国・公立］奨 学 金 (全学年対象） 次の月額より選択 〔１年～３年〕 〔４年・５年〕 日本学生支援機構 在 学 し て い る（在学採用） 月額 10,000円 月額 30,000円 高 等 専 門 学 校月額 21,000円 月額 45,000円※月額 10,000円 ※月額 30,000円※月額 22,500円 ※月額 51,000円［私立］次の月額より選択 月額 10,000円 月額 30,000円月額 32,000円 月額 53,000円※月額 10,000円 ※月額 30,000円※月額 35,000円 ※月額 60,000円（※は自宅外）〔４年・５年〕の月額については平成２３年度入学者が４年次へ進級した際に適用２日本学生支援機構 大学・短大または専 [国公立]奨 学 金 修学校専門課程(奨学 大学・短大・専修学校専門課程 日本学生支援機構 在学・卒業した高(第一種奨学金予約) 金取扱校)へ進学する 次の月額より選択 等学校・専修学校希望をもっている者で 月額 30,000円 （高等課程）下記のいずれかに該当 月額 45,000円し、経済的に修学が困 ※月額 30,000円 高等学校卒業程度難で学力基準を満たす ※月額 51,000円 認定試験合格者は者。 日本学生支援機構①平成24年3月末に高 [私立]等学校等を卒業予定の 大学者 次の月額より選択②高等学校等を卒業後 月額 30,000円2年以内の者 月額 54,000円③高等学校卒業程度認 ※月額 30,000円定試験合格者 ※月額 64,000円※②③について大学等へ入学したことのある 短大・専修学校専門課程者は除く 次の月額より選択 月額 30,000円月額 53,000円※月額 30,000円※月額 60,000円（※は自宅外）
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口３日本学生支援機構 大学・短大または専 次の月額から選択 月額 30,000円奨 学 金 修学校専門課程(奨学 月額 50,000円 日本学生支援機構(第二種奨学金予約) 金取扱校)へ進学する (貸与終了後、貸与金額に3％を上限 月額 80,000円希望をもっている者で とする利息を加えて返還する。） 月額 100,000円下記のいずれかに該当 月額 120,000円し、経済的に修学が困難で学力基準を満たす 私立大学の医・歯学部課程は１２万円を選択した場合に限り、４万円の者。 増額可。①平成24年3月末に高 私立大学の薬・獣医学部課程は１２万円を選択した場合に限り、２万円等学校等を卒業予定の の増額可。者②高等学校等を卒業後2年以内の者 在学・卒業した高③高等学校卒業程度認 等学校・専修学校定試験合格者 （高等課程）※②③について大学等へ入学したことのある 高等学校卒業程度者は除く 認定試験合格者は４日本学生支援機構 第一種奨学金予約、 第一種奨学金又は第二種奨学金の 日本学生支援機構奨 学 金 第二種奨学金予約を希 初回振込時に併せて貸与。(一回払い) 日本学生支援機構(入学時特別増額 望し、申込資格を満た 次の額から選択貸与奨学金予約) す者 ・ 100,000円・ 200,000円・ 300,000円・ 400,000円・ 500,000円５日本学生支援機構 平成24年3月末に高 次の月額から選択奨 学 金 等学校、専修学校高等 月額 30,000円 日本学生支援機構(第二種奨学金(海 課程等を卒業見込みの 月額 50,000円外)予約) 者(申込時点で卒業・ 月額 80,000円修了から２年以内の者 月額 100,000円を含む)で、学位取得 月額 120,000円を目的として、海外の大学に進学する希望を持ち、勉学意欲がありながら、経済的理由により進学に困難がある者６奈良県高等学校等 １．高等学校（中等教 [貸与額]奨 学 金 育学校後期課程を含 国公立 月額 18,000円 学 校 支 援 課 高 等 学 校（修学支援奨学金） む）又は高等専門学 ※月額 23,000円 (授業料奨学金係) 高 等 専 門 学 校校に在学する者 私立 月額 30,000円２．親権者又は未成年 ※月額 35,000円後見人が県内に住所 （※は自宅外）を有する者３．向学心に富み、学 へき地加算（へき地対象地域の在住者で、自宅からの通学生徒が対象）習態度が良好である 月額 12,000円と認められる者４．経済的理由により著しく修学が困難と認められる者 ・生活保護法の高等学校等就学費の給付を受けている者（所得要件あり） 国公立 月額 5,000円５．地方公共団体、そ ※月額 10,000円の他公共的団体から 私立 月額 17,000円学資の貸与又は給付 ※月額 22,000円を受けていない者 （※は自宅外）
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口（育成奨学金） １．高等学校（中等教 （前ページ「修学支援奨学金」と同じ）育学校後期課程並び 学 校 支 援 課 高 等 学 校に特別支援学校の高 (授業料奨学金係) 専修学校（高等課等部を含む）又は専 程）等修学校の高等課程（規則に定めるものに限る）に在学する者２．親権者又は未成年後見人が県内に住所を有する者３．向学心に富み、学習態度及び学習状況が良好であると認められる者（評定平均値3.0以上）４．経済的理由により修学が困難と認められる者（所得要件あり）５．地方公共団体、その他公共的団体から学資の貸与又は給付を受けていない者６．平成17年度以降入学生７私立高等学校等 県内の私立高等学校 保護者の市町村民税の所得割額に応じ、それぞれ次に掲げる額就 学 支 援 事 業 等の生徒 文 化 ・ 教 育 課 県内私立高等学校１～３年生 月額 19,800円 私立専修学校（高14,850円 等課程）9,900円８奈 良 県 私 立 県内の私立高等学校 保護者の市町村民税の所得割額に応じ、それぞれ次に掲げる額高等学校授業料 に在学する生徒の学費 文 化 ・ 教 育 課 県内私立高等学校軽 減 補 助 金 を負担し（定時制課程 １～３年生 年額 94,000円に在学する生徒で自ら 47,000円学費を負担する場合も 31,000円含む。）かつ、県内に住所を有する者で、当年度の市町村民税所得割額が一定額未満の保護者９奈良県外の私立 県外（滋賀県、京都 保護者の市町村民税の所得割額に応じ、それぞれ次に掲げる額高等学校に在学す 府、大阪府、兵庫県、 文 化 ・ 教 育 課 県外（滋賀県、る生徒の授業料 和歌山県、三重県）の １～３年生 年額 31,000円 京都府、大阪府、軽 減 補 助 金 私立高等学校に在学す 23,000円 兵庫県、和歌山県、る生徒の学費を負担し 三重県）の私立高（定時制課程に在学す 等学校る生徒で自ら学費を負担する場合も含む。）かつ、県内に住所を有する者で当年度の市町村民税所得割額が一定額未満の保護者
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口10私立専修学校高等 専修学校の高等課程課 程 授 業 料 （修学年数３年以上に 文 化 ・ 教 育 課 県内私立、専修学軽 減 補 助 金 限る）に在学する生徒 年額 27,000円 校（高等課程）の学費を負担し、かつ、県内に住所を有する者で、当年度の市町村民税所得割額が一定額未満の保護者11生活保護法による 生活保護法が適用さ 高等学校等就学費生 業 扶 助 費 れている家庭の生徒 ・基本額 月額 5,300円 地 域 福 祉 課 福 祉 事 務 所・教材費 正規の授業で使用する教科書等の購入に必要な額・授業料、入学料及び入学考査料県の条例に定める県立高等学校における額・通学費 必要最小限度の額・学級費、ＰＴＡ会費、生徒会費等 月額 1,780円以内・入学準備費 61,400円以内・学習支援費 月額 5,010円12 母 子 福 祉資金 母子家庭の生徒 ①就学支度資金 自宅 150,000円貸 付 事 業 自宅外 160,000円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村私立 自宅 410,000円自宅外 420,000円②修学資金国・公立高等学校・専修学校（高等課程） 自宅 月額 18,000円自宅外 〃 23,000円私立高等学校・専修学校（高等課程） 自宅 〃 30,000円自宅外 〃 35,000円国・公立高等専門学校 自宅 〃 21,000円自宅外 〃 22,500円私立高等専門学校 自宅 〃 32,000円自宅外 〃 35,000円③就職支度資金 100,000円④修業資金 高校３年在学時に就職を希望する者が自動車運転免許の取得をする場合 460,000円13奈良県看護師等 看護学校等に在学す 県内の特定医療施設等に将来就職修 学 資 金 る者で将来県内におい 民間立看護師等養成所 月額 36,000円 医 師 ・ 看 護 師 看 護 学 校 等て看護師等の業務に従 民間立准看護師養成所 月額 21,000円 確 保 対 策 室事しようとする者14奈良県緊急医師 奈良県立医科大学又 医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が確 保 修 学 資 金 は近畿大学において、 困難な診療科等において医師としての業務に将来従事 医 師 ・ 看 護 師 医 師 ・ 看 護 師一般の入学者を選抜す 確 保 対 策 室 確 保 対 策 室るための試験とは別に 入学時に貸与する修学資金実施される試験に合格 奈良県立医科大学 （県内生）282,000円し、医学を履修する課 （県外生）802,000円程に入学を許可された 近畿大学医学部 1,000,000円者 在学中に貸与する修学資金 月額 200,000円15奈良県医師確保 医科大学（医科大学 医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が修 学 研 修 資 金 や大学医学部で医学を 困難な診療科等において医師としての業務に将来従事 医 師 ・ 看 護 師 医 師 ・ 看 護 師履修する課程に限る） 確 保 対 策 室 確 保 対 策 室に在学する者 在学中に貸与する修学資金 月額 200,000円16交 通 遺 児 等 交通又は自然災害に援 護 会 より父又は母等が死亡 児童一人当たり（一時金） 100,000円 こ ど も 家 庭 課 市 町 村激励金支給事業 した18歳未満の児童の養育者17奈良県歯科衛生士 歯科衛生士養成所等修 学 資 金 に在学する者で、将来 健康づくり推進課 歯 科 衛 生 士県内において歯科衛生 月額 13,000円 養 成 所 等士業務に従事しようとする者
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口18生 活 福 祉 資 金 低所得者世帯に属す (1)高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程）貸 付 事 業 る者で高等学校、高等 ｱ) ｲ)以外のもの 地 域 福 祉 課 市 町 村 社 会専門学校、専修学校（高 ①就学支度費 国公立 自 宅 75,000円以内 福 祉 協 議 会等課程）、又は大学、 自宅外 85,000円以内短期大学に在学する者 私 立 自 宅 350,000円以内自宅外 360,000円以内②修学費 国・公立高等学校・専修学校（高等課程）月額 自 宅 18,000円／月以内自宅外 23,000円／月以内私立高等学校・専修学校（高等課程）月額 自 宅 30,000円／月以内自宅外 35,000円／月以内国・公立高等専門学校月額 自 宅 １･２･３年生 21,000円／月以内４年生 45,000円／月以内５年生 45,000円／月以内自宅外 １･２･３年生 22,500円／月以内４年生 51,000円／月以内５年生 51,000円／月以内私立高等専門学校月額 自 宅 １･２･３年生 32,000円／月以内４年生 53,000円／月以内５年生 53,000円／月以内自宅外 １･２･３年生 35,000円／月以内４年生 60,000円／月以内５年生 60,000円／月以内ｲ)生活保護法の高等学校等就学費の給付を受けている者①就学支度費 国公立 自 宅 10,000円以内自宅外 20,000円以内私 立 自 宅 290,000円以内自宅外 300,000円以内②修学費 国・公立高等学校・専修学校（高等課程）月額 自 宅 5,000円／月以内自宅外 10,000円／月以内私立高等学校月額 自 宅 17,000円／月以内自宅外 22,000円／月以内国・公立高等専門学校 ・専修学校（高等課程）月額 自 宅 １･２･３年生 8,000円／月以内４年生 32,000円／月以内５年生 32,000円／月以内自宅外 １･２･３年生 9,500円／月以内４年生 38,000円／月以内５年生 38,000円／月以内私立高等専門学校月額 自 宅 １･２･３年生 19,000円／月以内４年生 40,000円／月以内５年生 40,000円／月以内自宅外 １･２･３年生 22,000円／月以内４年生 47,000円／月以内５年生 47,000円／月以内(2)大学、短期大学①就学支度費 国公立 自 宅 370,000円以内自宅外 380,000円以内私 立 自 宅 490,000円以内自宅外 500,000円以内
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口②修学費 国・公立大学月額 自 宅 １・２年生 45,000円／月以内３・４年生 45,000円／月以内自宅外 １・２年生 51,000円／月以内３・４年生 51,000円／月以内私立大学月額 自 宅 １・２年生 54,000円／月以内３・４年生 54,000円／月以内自宅外 １・２年生 64,000円／月以内３・４年生 64,000円／月以内国・公立短期大学月額 自 宅 45,000円／月以内自宅外 51,000円／月以内私立短期大学月額 自 宅 53,000円／月以内自宅外 60,000円／月以内
ⅤⅤⅤⅤ 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のためにのためにのためにのために制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口特別支援教育就学 特別支援学校に在学 Ⅰ段階 Ⅱ段階 Ⅲ段階奨 励 費 負 担 金 等 している幼児・児童・ ①教科用図書購入費 学 校 教 育 課 県立特別支援学校生徒 高 実費 高 実費 高 実費②学校給食費幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高 ―実費の1/2③交通費・通学費(本人)幼･小･中･高 実費 幼･小･中 実費 幼･小･中 実費高 実費の1/2・通学費(付添人)付添中幼･小1-3年 実費 幼･小1-3年 実費 幼･小1-3年 実費(肢体不自由・重度・重複)小4-6年･中･高 実費 小4-6年･中 実費 小4-6年･中 実費高 実費の1/2・通学費(付添人)付添のため幼･小1-3年 実費 幼･小1-3年 実費 幼･小1-3年 実費(肢体不自由・重度・重複)小4-6年･中･高 実費 小4-6年･中 実費 小4-6年･中 実費高 実費の1/2・帰省費(本人)1～39回幼･小･中･高 実費 幼･小･中 実費 幼･小･中 実費高 実費の1/2・帰省費(付添人)1～39回付添中・付添のため幼･小･中 実費 幼･小･中 実費 幼･小･中 実費(肢体不自由・重度・重複)高 実費 高 実費の1/2・職場実習交通費中･高 実費 中 実費 中 実費の3/4高 実費の1/2・交流及び共同学習交通費幼･小･中･高 実費 幼･小･中 実費 幼･小･中高 実費の1/2 実費の3/4④寄宿舎居住に伴う経費・食費幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高限度額 実費の1/2 ―幼 151,870円 左の1/2 ―小･中 144,710円 〃 ―高 135,870円 〃 ―・寝具購入費幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高限度額 実費の1/2 ―幼･小･中･高 5,250円 左の1/2 ―
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制 度 の 名 称 対 象 者 年 額 等 所 管 窓 口・日用品等購入費幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高限度額 実費の1/2 ―幼･小･中･高 135,120円 左の1/2 ―⑤修学旅行費小･中･高 実費 小･中･高限度額 実費の1/2 ―(本人) 小 20,600円 左の1/2 ―中 55,700円 〃 ―高 104,620円 〃 ―付添人(肢体不自由・重度・重複)小･中･高 実費 小･中･高限度額 実費の1/2 ―小 31,900円 左の1/2 ―中 78,790円 〃 ―高 148,390円 〃 ―・校外活動等参加費(本人･付添人)幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高限度額 実費の1/2 ―(本人) 幼 1,510円 左の1/2 ―小 17,480円 〃 ―中 23,210円 〃 ―高 23,350円 〃 ―(付添人)幼 2,260円 左の1/2 ―小 26,220円 〃 ―中 34,810円 〃 ―高 35,030円 〃 ―・職場実習宿泊費高 実費 高 実費の1/2 ―限度額高 7,170円 左の1/2 ―⑥学用品等購入費幼･小･中･高 実費 幼･小･中･高限度額 実費の1/2 ―幼 8,280円 左の1/2 ―小 11,100円 〃 ―中 21,700円 〃 ―高 30,810円 〃 ―⑦新入学児童生徒学用品費等小･中･高 実費 小･中･高限度額 実費の1/2 ―小 19,900円 左の1/2 ―中・高 22,900円 〃 ―⑧拡大教材費 ―小･中 1ページ当たり40円を限度として算定した額限度額1冊当たり10,000円 小･中 左の1/2※上記｢Ⅰ段階｣、｢Ⅱ段階｣、｢Ⅲ段階｣は、児童等の支弁区分による。


